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第６３回 熊本県民体育祭サッカー競技上天草市予選会  開催要項 

 
１．期日  平成２０年６月１日（日）雨天決行 
 
２．場所  上天草市松島総合運動公園（陸上競技場） 
 
３．時間  午前  ８時 準備役員集合 

午前  ９時 選手・役員集合（監督会議及び抽選会） 
午前１０時 試合開始（１２時３５分試合終了予定） 

          午後  １時  大会終了 
 
４．実施要領 
（１）種    別    男子 
（２）参加人員  ① 選手登録は１２名までとし、監督が選手としてプレーする場合はこれに含むも

のとする。 
② 選手登録名簿（メンバー表）の提出は大会１週間前までとする。なお選手の変
更は当日の監督会議前までとする。 

（３）参加資格 ① 出場選手の資格は、上天草市に住所を有する者とし、学校教育法に基づく学校
（小学校・中学校・高等学校、中等教育学校、大学（短大含）、高等専門学校、

盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園）の学生及び生徒は認めない。 
        ② 他の種目の県体出場選手に決定している者の予選会参加は認めない。また、こ

の予選会で県体出場の権利を得たチームの所属選手は、特別の理由がある場合を

除き、他の種目の予選会及び県体に出場することはできない。 
        ③ 県民体育祭出場要項にあるふるさと選手（２名まで）を登録する場合は、県の

要項に基づく手続きを必要とする。また、予選会での勝敗にかかわらず本市の予

選会に登録した選手は他の郡市及び市町村の予選会に参加することはできない。

その逆も同様とする。 
（４）競技方法  ① ルールは熊本県サッカー協会制定の６人制サッカー競技規則による。 
                ② 旧４町の代表４チームの総当たりによるリーグ戦とし、勝チームに３点、引き

分けチームに１点の勝ち点を付与し、３試合の合計勝ち点で順位を定める。勝ち

点が同じの場合は、得失点差、総得点、直接対決の勝利の順で順位を定める。な

お、それでも同数の場合は、該当チーム代表５人によるＰＫ戦で決定する。 
③ 試合時間は３０分とし、ハーフタイムは５分とする。 
④ 選手の交替は、試合中は２名まで、ハーフタイムはフリーとする。 

（５）そ の 他   ① 試合の試合開始時間は別紙のとおりとし、組合せ及び順番は抽選とする。なお、
抽選は当日行う。 

                ② 試合は２コートで行い、２試合同時に試合を開始する。 
③ 対戦相手が同色のユニホームの場合は、審判員の判断によりビブスを着用する。 
④ 審判員は協会内の他部会審判員のほか、外部審判員に依頼する。 
⑤ 大会の補助員を中学部会に依頼する。 
 

５．県体について  本大会の優勝チームは、県民体育祭に出場する権利をもつ。但し選手選考につい
ては他の３チームより補充・補強することができる。 

                  なお、優勝チームがチームとして県体出場を辞退する場合は、準優勝のチームが
替わってその権利を得る。以下３位以下に同じ。 

 
６．大会役員等 

役職 氏  名  
競技会長 平 田 実 サッカー協会会長 
副競技会長 各チーム代表者  

責
任
者 

会場担当 前 方 正 広 サッカー協会専務理事 



６人制サッカー競技規則 
 

熊本県サッカー協会 

 

１．目的 

  この規則は狭いグラウンドを利用し、多くのチームの参加を容易にしてサッカーの向上と普

及のために定めたものである。 

２．方法 

  試合の方法は次項以下に定められたほかは、「日本サッカー協会競技規則」によって行なう。

ただし技術の程度に応じてグラウンド及びペナルティエリアの広さ、人員、試合時間、その他

の規則においても適宜変更の上、実施してさしつかえない。 

３．競技場 

（１）タッチライン ６０ｍ  ゴールライン ４０ｍ 

（２）センターサークル ９.１５ｍ（正規のもの） 

（３）ペナルティエリア（シューティングサークルともいう）  ゴールの中心から半径１

５ｍの半円 

（４）ペナルティスポット １１ｍ（正規のもの） 

（５）ゴールポストの高さ ２.４４ｍ  バーの高さ ７.３２ｍ（正規のもの） 

（６）ゴールエリアは設けない 

４．競技者数 

（１）１チーム６名としその中の１名はゴールキーパーとする。 

（２）選手の交代は６名以内とし、試合前に交代要員の氏名を主審に通告しておき、試合中

は３名までとする。ハーフタイムのときは制限はない。 

５．競技時間 

 （１）前項半各々１５分としハーフタイムの休憩は５分とする。 

（２）延長戦は１０分とする。 

６．その他の規則 

（１）オフサイドは適用しない。 

（２）ゴールキックはペナルティエリア内のゴールライン上にボールを置いて行なう。 

（３）ゴールキーパーは捕球したボールを蹴ってはならない（捕球しそこなった場合は蹴っ

てもよい）また、捕球のままあるいはドリブル等どんな方法によっても捕球した時点か

ら６秒以内にプレーしなければならない。この規則を犯した時は、その地点から間接フ

リーキックを相手方に与える。 

（４）得点はペナルティエリア（１５ｍの半円）内でシュートしてゴールインした場合が有

効であって、その外から直接シュートしてゴールインになっても得点とならずゴールキ

ックとなる。ただし、その外からのシュートがキーパーを除く他の者に触れてゴールイ

ンになった場合は得点となり、キーパーに触れた時はゴールインの有無に関わらずゴー

ルキックとなる。また、自陣ゴールへボールを入れたときは、ボールの位置に関係なく

相手側の得点となる。 

７．審判員 

（１）主審 １名 

   主審は競技規則を施行し、主として対角線を往復して、争点について全ての裁決を与

える。 

（２）副審 ２名 

  副審は対角線に位置し、ボールといっしょに動いて、ボールがアウトオブプレーになる

ときに合図し、どちら側がスローインを行なうか、ゴールキックかコーナーキックかを

指示する。   



試合日程及び対戦表 
 

 

① 抽選結果 
 
  Ａ．              Ｂ．              Ｃ．              Ｄ．           
 
② 試合順序 
キックオフ Ａコート Ｂコート 

第１試合 
午前１０時 

（Ａ         ）－（Ｂ         ） 
 

主審（   ）副審（       ） 

（Ｃ         ）－（Ｄ         ） 
 

主審（   ）副審（       ） 

第２試合 
午前１１時 

（Ｂ         ）－（Ｃ         ） 
 

主審（   ）副審（       ） 

（Ｄ         ）－（Ａ         ） 
 

主審（   ）副審（       ） 

第３試合 
午前１２時 

（Ｃ         ）－（Ａ         ） 
 

主審（   ）副審（       ） 

（Ｂ         ）－（Ｄ         ） 
 

主審（   ）副審（       ） 

※ 試合間の休憩は２５分以内。 
 
③ 試合結果 

 大 松 姫 龍 勝 分数 負数 勝点 得点 失点 得失差 順位 
大矢野             
松  島             
姫  戸             
龍ヶ岳             
 
 
準備等について  ① 会場準備役員    各チームより３名派遣する。 
                ② ビブス準備      松島チームが準備する。 

③ 競技用具・費用    市体育協会が準備する。  
 
 
※ 過去の大会記録 
開催年度 優勝団体 準優勝団体 

平成１６年度 龍ヶ岳町 松島町 

平成１７年度 龍ヶ岳町 姫戸町 

平成１８年度 龍ヶ岳町 大矢野町 

平成１９年度 大矢野町 姫戸町 
 


